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出版者への権利付与等について、

一般社団法人日本写真著作権協会は、次項以降を公式見解とする。

（総論）

出版者の権利付与等についての方策については、文化庁資料（Ｂ）に記載され

る出版権の整備によって対応する事が適当であると考える。

また、出版権の整備による対応の中でも、中山信弘氏の提案する「出版者の権

利のあり方に関する提言」によって対応する事が望ましい。ただし、③に記載

される複写利用への拡張は、後述する理由から今回の措置より除外する事を前

提とする。

また、④に記載される「ナショナル・アーカイブと権利情報に関するビジョン」

については、今後の著作権流通促進策の基本となると考えられることから、ど

のような対応措置を取るにつけても、今回の対応策に付帯して促進を決議する

事が望ましい。



（③の除外を前提とする理由）

・現在、進捗している複製に関する集中処理を停止、もしくは大きく阻害する。

→日本複製権センターを始めとする社内複写の集中管理が進む中、出版権が

複製に関して効力を持つよう拡張されると、複製管理の主体が散在して、

実質的な集中管理が機能しなくなる。このような集中管理などの流通促

進策を阻害する施策には反対である。

・写真集など版の全面が写真で構成される出版物の複製に関して、著作者の権

利を阻害する可能性が高い。

→写真そのものの利用と出版物からの利用について、全面写真で構成される

写真集などは、その区別が困難である。そもそも写真家がレイアウトま

で決めている写真集などに対して、出版社がこのような効力を行使でき

ることが妥当であるのかについて非常に疑問である。

・複製に関する効力拡張を出版権の中に含めることにより、著作者の意図しな

い契約を誘発する危険性が高い。

→現在でも著作者と出版社の契約に関する不平等性などの不満が著作者に

は大きく、その是正に向かっている状況の中で、このような強い効力が

出版権に含まれることは、更に公正な契約促進に対して障害となる。

※注記

中山信弘氏の提案する「出版者の権利のあり方に関する提言」を検討するにあ

たり、③の項目を除外する事ができない場合、経団連の提案する「電子出版権」

での対応を当協会の主張とする。ただし、その場合でも④の「ナショナル・ア

ーカイブと権利情報に関するビジョン」を付加する事を提案する。

以上


